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第
四
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広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 
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知

事
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広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
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本 
 

宗 
 

利 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

髙 
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五 

十 
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広

島

県

代

表

監

査

委

員
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賀 
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広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
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広
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県

公

営

企

業

管

理

者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桂 
 

木 
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広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広

島

県

訓

令

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広

島

県

議

会

事

務

局

訓

令

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

広
島
県
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
五
年
広

島

県

人

事

委

員

会

訓

令

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
号
）
の
一
部
を
次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広

島

県

監

査

委

員

訓

令

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
海
区
漁
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調
整
委
員
会
訓
令

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
公
営
企
業
管
理
規
程

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

受
訓
先
中
「
公

営

企

業

部

本

庁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
を
「
企

業

局

本

庁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
、
「
公 

営 

企 

業 

部 

地 

方 

機 

関
」
を
「
企

業

局

地

方

機

関

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
公
営
企
業
部
の
本
庁
（
以
下
「
公
営
企
業
部
の
本
庁
」
と
い
う
。
）
及
び
公



営
企
業
部
の
地
方
機
関
（
以
下
「
公
営
企
業
部
地
方
機
関
」
を
「
企
業
局
の
本
庁
（
以
下
「
企
業
局
本
庁
」

と
い
う
。
）
及
び
企
業
局
の
地
方
機
関
（
以
下
「
企
業
局
地
方
機
関
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ア
の
表
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 区 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分 

職 

部 

部
の
長 

危
機
管
理
監 

危
機
管
理
監 

都
市
局 

都
市
技
術
総
括
監 

広
島
県
行
政
組
織
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
特
別
又
は
臨
時
の

機
関
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
別
な
機
関
」
と
い
う
。
） 

特
別
な
機
関
の
長 

 

第
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
表
公
営
企
業
部
本
庁
の
項
中
「
公
営
企
業
部
本
庁
」
を
「
企
業
局
本
庁
」
に
、

「
公
営
企
業
部
次
長
」
を
「
企
業
局
事
務
部
長
」
に
改
め
、
同
表
公
営
企
業
部
地
方
機
関
の
項
中
「
公
営
企

業
部
地
方
機
関
」
を
「
企
業
局
地
方
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に

改
め
る
。 

 

第
三
条
第
二
項
中
「
総
務
部
総
務
管
理
局
職
員
健
康
推
進
室
長
」
を
「
総
務
局
総
務
管
理
部
人
事
課
職
員

健
康
室
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
二
項
第
一
号
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
号
中
「
総
務
部
総
務
管
理
局
長
」
を
「
総
務
局
総
務
管
理
部
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
五
項
、
第
八
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
九
条
第
四
項
並
び
に
第
十
条
第
四
項
中

「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
第
二
項
の
表
本
庁
等
地
域
の
項
中
「
公
営
企
業
部
本
庁
」
を
「
企
業
局
本
庁
」
に
、
「
公
営
企

業
部
地
方
機
関
」
を
「
企
業
局
地
方
機
関
」
に
、
「
総
務
部
総
務
管
理
局
職
員
健
康
推
進
室
」
を
「
総
務
局

総
務
管
理
部
人
事
課
」
に
、
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
、
同
表
病
院
等
地
域
の
項
中
「
総
務

部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
、
同
表
広
島
地
域
の
項
及
び
尾
三
地
域
の
項
中
「
公
営
企
業
部
地
方
機

関
」
を
「
企
業
局
地
方
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
三
条
第
三
項
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
一
項
中
「
局
」
を
「
部
、
危
機
管
理
監
及
び
都
市
局
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
五
項
及
び
第
七
項
、
第
十
八
条
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
二
十
条
第
二

項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
五
条

第
二
項
、
第
二
十
七
条
並
び
に
第
二
十
八
条
中
「
総
務
部
長
」
を
「
総
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
六
号
ま
で
の
様
式
中
「総

 
務
 
部
 
長
 
様

」
を
「総

 
務
 
局
 

長
 
様

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 
 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


